
JP 5215996 B2 2013.6.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子トレーディングシステムであって、
　　複数の参加者のうち第１の参加者からの注文が、前記電子トレーディングシステムの
前記複数の参加者が共有するルールの基準を満たすか否かを判定することと、
　　前記注文が前記基準を満たすか否かを判定することに応じて、前記注文を規定する少
なくとも１個の証券および少なくとも１個の価格を示す暗号化された問い合わせを、前記
複数の参加者のうち第２の参加者の注文管理システムに送信することと、
　　前記問い合わせに対する応答を受け取ることと、
　　前記応答を受け取ることに応じて、前記注文および一致する注文を満たす取引を容易
にすることと、
　を実行するよう構成されている電子トレーディングシステムと、
　前記第２の参加者の前記注文管理システムであって、
　　前記暗号化された問い合わせを受け取ることと、
　　前記暗号化された問い合わせが、前記第２の参加者の取引利益を表す暗号化されたデ
ータセット内の前記一致する注文と一致するか否かを判定することと、
　　前記問い合わせに対する前記応答を前記電子トレーディングシステムに送信すること
であって、前記応答は、前記暗号化された問い合わせが前記暗号化されたデータセット内
の前記一致する注文と一致することを示す、送信することと、
　を実行するよう構成されている注文管理システムと、
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　を含む装置。
【請求項２】
　前記基準が、前記第１の参加者の先の注文に関連する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　プロセッサと、
　プログラムを格納するメモリと、を含む注文管理システムであって、前記プログラムが
、前記プロセッサにより実行されたときに、以下のステップ、すなわち
　　市場における参加者の複数の注文を表す情報を、暗号化されたデータセット内に格納
するステップと、
　　暗号化された問い合わせであって、少なくとも１個の証券および電子トレーディング
システムが前記市場における第２の参加者から受け取る注文を規定する少なくとも１個の
価格を示す問い合わせを受け取るステップと、
　　前記暗号化された問い合わせが、前記暗号化されたデータ内の一致する注文と一致す
るか否かを判定するステップと、
　　前記暗号化された問い合わせが、前記一致する注文に応じる取引を実行すべきである
ことを規定するルールを満たすか否かを判定するステップと、
　　前記暗号化された問合せが前記ルールを満たすか否かを判定することに応じて、前記
電子トレーディングシステムに前記問い合わせへの応答を送信するステップであって、前
記応答が、前記暗号化された問い合わせが前記暗号化されたデータセット内の前記注文と
一致し、前記取引を実行すべきであることを示す、ステップと、
　を含む方法を実行するよう前記プロセッサに指示する注文管理システム。
【請求項４】
　前記プログラムが、前記プロセッサにより実行されたときに、以下のステップ、すなわ
ち
　前記一致する注文を表す注文データを受け取るステップと、
　前記注文データを暗号化して前記暗号化されたデータセットを生成するステップと、
　を含む方法を実行するよう前記プロセッサにさらに指示する、請求項３に記載の注文管
理システム。
【請求項５】
　前記プログラムが、前記プロセッサにより実行されたときに、以下のステップ、すなわ
ち
　前記暗号化された問い合わせが、前記暗号化されたデータセット内の前記一致する注文
と一致することを示すメッセージを生成するステップ
　を含む方法を実行するよう前記プロセッサにさらに指示する、請求項３に記載の注文管
理システム。
【請求項６】
　前記プログラムが、前記プロセッサにより実行されたときに、以下のステップ、すなわ
ち
　前記生成されたメッセージを所定の受信者へ送信するステップ
　を含む方法を実行するよう前記プロセッサにさらに指示する、請求項５に記載の注文管
理システム。
【請求項７】
　プロセッサと、
　プログラムを格納するメモリと、を含む電子トレーディングシステムであって、前記プ
ログラムが、前記プロセッサにより実行されたときに、以下のステップ、すなわち
　　複数の参加者のうち第１の参加者からの注文が、電子トレーディングシステムの前記
複数の参加者が共有するルールの基準を満たすか否かを判定するステップと、
　　前記注文が前記基準を満たすか否かを判定することに応じて、少なくとも１個の証券
および前記注文を規定する少なくとも１個の価格を示す暗号化された問い合わせを、前記
複数の参加者のうち第２の参加者の注文管理システムに送信するステップと、
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　　前記問い合わせに対する応答を受け取るステップであって、前記応答が、前記暗号化
された問い合わせが前記注文管理システムが暗号化されたデータセットに格納した一致す
る注文に一致することと、前記注文および前記一致する注文に応じる取引を実行すべきで
あることと、を示す、受け取るステップと、
　　前記応答を受け取ることに応じて、前記取引を容易にするステップと、
　を含む方法を実行するよう前記プロセッサに指示する電子トレーディングシステム。
【請求項８】
　前記基準が、前記第１の参加者の先の注文に関連する、請求項７に記載の電子トレーデ
ィングシステム。
【請求項９】
　前記基準として、前記複数の参加者が共有するルールの基準の中から、前記第１の参加
者毎に異なる基準を設定可能である、請求項７又は８に記載の電子トレーディングシステ
ム。
【請求項１０】
　前記基準が満たされた場合に、複数のアクションの中から前記第１の参加者又は前記第
２の参加者により選択されたアクションを、前記第１の参加者又は前記第２の参加者に対
して実行する、請求項７から９のいずれか一項に記載の電子トレーディングシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、以下の米国特許出願を優先権主張する。
　２００６年５月１３日出願の米国仮特許出願第６０／７９９，８９７号「注文データお
よび関連データを利用するための製品および処理」、
　２００６年８月２４日出願の米国仮特許出願第６０／８２０，０５３号「注文データお
よび関連データを利用するための製品および処理」、
　２００６年９月１３日出願の米国仮特許出願第６０／８２５，５０４号「注文データお
よび関連データを利用するための製品および処理」、
上記出願の各々の全文を本明細書に引用している。
【背景技術】
【０００２】
　経済活動の中心には、市場経済において消費される全ての商品やサービスに対する買い
手／売り手による取引がある。買い手／売り手による取引は、生産者にリソースを、消費
者には成果物を割り当てる基本的な仕組みである。商品やサービスの価値は通常、米ドル
等の単位の通貨で表される。この仕組みは国境を越えるものである。商品やサービスの売
買が国境を越えて盛んに行なわれるため、外貨を獲得し、従って、通貨自体が売買されて
需要と供給の法則に支配される市場を形成する必要もある。
【０００３】
　歴史的に、商品、サービスおよび通貨の買い手と売り手を引き合わせるべく多くの異な
る方式が採用されており、その各々が買い手と売り手双方の要求を満たしながら取引可能
な品目の「市場」価格または極力これに近い価格での取引を可能にすることを主要目的と
している。定義により、市場価格とは、十分に成熟していて完全にアクセス可能な市場が
、選択された商品サービスを通貨と交換する際の所与の通貨単位での価格である。市場価
格の発見は、基本的に全て潜在的な買い手と売り手が取引に完全に参加できるようにする
と共に、各々取引主体の要望の表明を許すことによってのみ実現することができる。しか
し、買い手／売り手による取引は極めて低コストで行なわれるよう構築する必要があり、
さもなければ人為的に高い取引コストにより売買可能な品目の市場価格が歪められる。従
って、これから分かるように、有効な買い手／売り手取引の二つの鍵、すなわち要望の表
明およびその認識が完全に開放されている上で取引コストが低いことは、往々にして矛盾
するため、必然的に取引効率と市場認識の間にトレードオフが生じる。
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【０００４】
　今日、電子マッチングおよび取引システムは、商品、サービスおよび通貨を含む種々の
品目の売買を含む多くの取引活動における用途で成功している。これらの取引活動の多く
は、基本的に代替可能な品目、すなわち市場において類似品から意味のある区別が無い品
目の売買に注目する。例えば、特定の日に配達可能な通貨の合計、例えば、１英ポンド・
スターリング当たり１．６５米ドルのレートでの６２，５００英ポンド・スターリングは
、同日に他の投資家が所有する同額の通貨と区別がつかない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、これらの電子マッチングおよび取引システムは、このような市場における多く
の取引主体の多様な目標にさほど大きな影響を及ぼさなかった。
【０００６】
　従って、本発明の目的は改良された取引システムを実装するシステムおよび方法を提供
することである。
【０００７】
　本発明の上記および他の目的は、選択された取引機能の管理および／または注文、関心
を表すデータ、および売買または同様の取引に関する他のデータの選択へのアクセスを管
理する制御論理を有するデータ処理システムにおいて実現される。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　特定の実施形態によれば、システムが当該データへの完全なアクセスを許すことなくデ
ータ（例：注文データ）の分析（例：問い合わせ）を許す。一実施形態において、そのよ
うなデータは、ある取引主体が行ないたい注文に関するデータを含んでいる。当該データ
に対する問い合わせは、取引主体間で潜在的に一致する注文を判定する問い合わせを含ん
でいる。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下のセクションＩ～ＶＩＩは本出願を解釈するためのガイドラインを提供する。
【００１０】
Ｉ．用語
　 用語「製品」は別途指摘されない限り、任意の機械、製造および／または物質の組成
を意味する。
【００１１】
　用語「処理」は、別途指定しない限り任意の処理、アルゴリズム、方法等を意味する。
【００１２】
　各処理（方法、アルゴリズムその他の呼び方もある）は本質的に、１個以上のステップ
を含んでおり、従って、処理の「ステップ」または「ステップ群」に言及する場合には必
ず、用語「処理」または類似用語に単に言及する際の固有の先行する根拠が存在する。従
って、請求項における処理の「ステップ」または「ステップ群」への言及には十分な先行
する根拠が存在する。
【００１３】
　用語「一実施形態」、「実施形態」、「実施形態群」、「当該実施形態」、「当該実施
形態群」、「１個以上の実施形態」、「いくつかの実施形態」、「特定の実施形態」、「
一実施形態」、「別の実施形態」等は、別途指定しない限り「開示された発明の１個以上
の（しかし全部ではない）実施形態」を意味する。
【００１４】
　本発明の「変形」という用語は、別途指定しない限り本発明の一実施形態を意味する。
【００１５】
　一実施形態を記述する際の「別の実施形態」への言及は、参照された実施形態が別途指
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定しない限り別の実施形態（例：参照された実施形態の前に記述された実施形態）とは相
互に排他的であることを意味しない。
【００１６】
　用語「含んでいる」、「備えている」およびこれらの変化形は、別途指定しない限り「
含んでいるがこれに限定されない」ことを意味する。
【００１７】
　用語「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」は、別途指定しない限り「１個以上」を意味
する。
【００１８】
　用語「複数の」は、別途指定しない限り「２個以上」を意味する。
【００１９】
　用語「本明細書において」は、別途指定しない限り「本出願において、引用可能である
あらゆるもの含む」を意味する。
【００２０】
　語句「少なくとも１個の」は、そのような語句が複数のもの（列挙されたもののリスト
等）を修飾する場合、別途指定しない限りそれらのものの１個以上の任意の組み合わせを
意味する。例えば、語句「ウィジェット、車および車輪のうち少なくとも１個」は、（ｉ
）ウィジェット、（ｉｉ）車、（ｉｉｉ）車輪、（ｉｖ）ウィジェットおよび車、（ｖ）
ウィジェットおよび車輪、（ｖｉ）車および車輪、あるいは（ｖｉｉ）ウィジェット、車
および車輪のいずれかを意味する。
【００２１】
　「１」、「２」等の数詞は、何か（例えば１個のウィジェット、２個のウィジェット）
の量を示す基数として用いられる場合、当該数詞が示す量を意味するが、少なくとも当該
数詞が示す量を意味しない。例えば、語句「１個のウィジェット」は「少なくとも１個の
ウィジェット」を意味せず、従って、語句「１個のウィジェット」は例えば２個のウィジ
ェットを含意しない。
【００２２】
　語句「～に基づく」は、別途指定しない限り「～だけに基づく」を意味しない。換言す
れば、語句「～に基づく」は「～だけに基づく」および「少なくとも～に基づく」の両方
を記述している。
【００２３】
　用語「～を表す」および類似用語は、別途指定しない限り排他的でない。例えば、用語
「～を表す」は別途指定しない限り「～だけを表す」を意味しない。換言すれば、語句「
データはクレジットカード番号を表す」は、「データはクレジットカード番号だけを表す
」および「データはクレジットカード番号を表すと共に、データも他のものを表す」の両
方を述べている。
【００２４】
　用語「これにより」は本明細書において、意図された結果、目的、または以前に明確に
述べられた何らかの帰結だけを表す文節その他の単語の集合に先行するためだけに用いる
。従って、用語「これにより」が請求項で用いられる場合、用語「これにより」が修飾す
る文節その他の文言は特許請求の範囲に対する特定の更なる限定を行なうことも、あるい
は別途特許請求の範囲の意味または範囲を制限することもない。
【００２５】
　用語「例：」および類似用語は「例えば」を意味し、従ってこれが説明する用語または
語句を制限しない。例えば、「コンピュータはインターネット上でデータ（例：命令、デ
ータ構造）を送る」という文において、用語「例：」は、「命令」が、コンピュータがイ
ンターネット上で送ることができる「データ」の例であることを説明すると共に、「デー
タ構造」が、コンピュータがインターネット上で送ることができる「データ」の例である
ことを説明する。しかし、「命令」および「データ構造」の両方共に、「データ」の単な
る例に過ぎず、「命令」および「データ構造」以外の他のものも「データ」であり得る。
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【００２６】
　用語「すなわち」および類似用語は「～ということである」を意味し、従ってそれが説
明する用語または語句を制限する。例えば、「コンピュータはインターネット上でデータ
（すなわち命令）を送る」という文において、用語「すなわち」は、「命令」が、コンピ
ュータがインターネット上で送る「データ」であることを説明する。
【００２７】
ＩＩ．決定
　用語「決定する」およびその文法的変化形（例：価格を決定する、価値を決定する、特
定の基準を満たす物品を決定）は、極めて広い意味で用いられる。用語「決定する」は、
広範な行為を表すものであり、従って「決定する」は、計算、算出、処理、導出、調査、
参照（例：テーブル、データベースその他のデータ構造の参照）、確認等を含んでいてよ
い。さらに、「決定する」は、受け取り（例：情報を受け取る）、アクセス（例：メモリ
内のデータにアクセスする）等を含んでいてよい。さらに、「決定する」は、解決、選択
、選定、確立等を含んでいてよい。
【００２８】
　用語「決定する」は、確実性または絶対的な精度を意味せず、従って、「決定する」は
、推定、予測、推測等を含んでいてよい。
【００２９】
　用語「決定する」は、数学的処理を実行する必要があることを意味せず、数値的方法を
用いる必要がることを意味せず、且つアルゴリズムまたは処理が用いられることを暗に意
味するものでもない。
【００３０】
　用語「決定する」は、何等かの特定の装置を用いる必要があることを意味しない。例え
ば、必ずしもコンピュータが決定を実行する必要がある訳ではない。
【００３１】
ＩＩＩ．文の形式
　第１請求項の限定が１個の特徴と同様に１個以上の特徴を包含する（例：「少なくとも
１個のウィジェット」のような限定は、１個のウィジェットと同様に複数のウィジェット
も包含する）し、第１請求項に依存する第２請求項において第２請求項が当該限定（例：
「当該ウィジェット）に言及するために定冠詞「ｔｈｅ」を用いる場合、これは第１請求
項が当該特徴のうち１個だけを包含することを意味せず、且つ第２請求項が当該特徴のう
ち１個だけを包含することを意味しない（例：「ウィジェット」は１個のウィジェットお
よび複数のウィジェットの両方を包含することができる）。
【００３２】
　序数（例：「第１」、「第２」、「第３」等）が用語の前の形容詞として用いられる場
合、当該序数は（別途指定しない限り）あくまでも特定の特徴を示すためだけに用いられ
、例えばその特定の特徴を同一用語または類似用語で記述されている他の特徴から区別す
る。例えば、「第１ウィジェット」は、単にこれを例えば「第２ウィジェット」から区別
するためだけにそのように名付けられていてよい。従って、用語「ウィジェット」の前の
単なる序数「第１」および「第２」の使用は、２個のウィジェット間の他の何らの関係も
示唆するものではなく、同様に一方または両方のウィジェットの他の何らの特徴も示唆し
ない。例えば、用語「ウィジェット」の前の序数「第１」および「第２」の単なる使用は
、（１）順序または場所に関して一方のウィジェットが他方の前または後に来ることを示
唆せず、（２）時間に関して一方のウィジェットが他方の前または後に生起することを示
唆せず、（３）重要度または品質に関して一方のウィジェットが他方の上または下にラン
クされることを示唆しない。さらに、序数の単なる使用は、序数により識別される特徴に
対する数値的の制限を定めるものではない。例えば、用語「ウィジェット」の前の序数「
第１」および「第２」の単なる使用は、２個より多くのウィジェットが存在してはならな
いことを示唆しない。
【００３３】
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　単一の装置または物品が本明細書に記述されている場合、記述されている単一の装置／
物品の代わりに複数の装置／物品（協働するかしないかに拘わらず）を代替的に用いるこ
とができる。従って、１個の装置が保有するように記述されている機能はまた、複数の装
置／物品（協働するかしないかに拘わらず）が保有していてもよい。
【００３４】
　同様に、複数の装置または物品（協働するかしないかに拘わらず）が本明細書に記述さ
れている場合、記述されている複数の装置または物品の代わりに単一の装置／物品を用い
てもよい。例えば、コンピュータ上で動作する複数の装置をコンピュータ上で動作する単
一の装置で代替することができる。従って、複数の装置または物品が保有していると記述
される各種の機能を、単一の装置／物品が代替的に保有していてもよい。
【００３５】
　記述されている単一の装置の機能および／または特徴は、記述はされているもののその
ような機能／特徴を有することが明確に記述されている１個以上の他の装置により代替的
に具現化されていてもよい。従って、他の実施形態は、記述されている装置自体を含んで
いなくてもよく、むしろ、それら他の実施形態においてこのような機能／特徴を有する１
個以上の他の装置を含んでいてよい。
【００３６】
ＩＶ．開示する実施例および用語は限定的ではない
　本出願には多くの実施形態を記述されているが、これらはあくまでも図解目的として提
示するものである。記述する実施形態はいかなる意味でも限定されず、且つ限定的である
ことを意図していない。現在開示している発明は、開示から容易に分かるように、多くの
実施形態に広く適用可能である。当業者であれば、開示している発明が各種の変形および
変更、例えば構造的、論理的、ソフトウェア的、および電気的変形により実装できる点を
認識されよう。開示している発明の特定の特徴を、１個以上の特定の実施形態および／ま
たは図面に関して記述する場合があるが、そのような特徴は、別途指定しない限り記述さ
れている１個以上の特定の実施形態または図面における使用に限定されない点を理解され
たい。
【００３７】
　現在の開示は、本発明の全ての実施形態の文字通りの記述でなく、且つ全ての実施形態
に存在すべき本発明の特徴の一覧でもない。
【００３８】
　発明の名称（本出願の第１ページ冒頭に表記）および要約書（本出願の末尾に表記）が
、いかなる意味でも開示発明の範囲を限定するものと解釈してはならない。要約書が本出
願に含まれているのは、３７Ｃ．Ｆ．Ｒ§１．７２（ｂ）（米国特許施行規則）に基づき
最大１５０語の要約書が要求されるためである。
【００３９】
　本出願の名称および本出願の各セクションの見出しはあくまでも便宜上のためのもので
あり、いかなる意味でも開示内容を限定するものと解釈してはならない。
【００４０】
　相互に通信するように記述されている装置は、別途明示的に指定しない限り相互に連続
的に通信状態にある必要はない。逆に、そのような装置は、必要に応じて相互に送信すれ
ばよく、実際にはほとんどの時間はデータ交換を行なっていない。例えば、インターネッ
トを介して他の機器と通信状態にある機器が、長期間（例：数週間）他の機器にデータを
送信しないかもしれない。さらに、相互に通信状態にある装置は、１個以上の仲介機器を
介して直接または間接的に通信することができる。
【００４１】
　いくつかの構成要素または特徴を有する実施形態の記述は、そのような構成要素／特徴
の全てまたは一部でさえ、必要であることを示唆していない。逆に、現在の発明の広範に
可能な実施形態を例示するために各種のオプション的構成要素が記述されている。別途明
記しない限り、いかなる構成要素／特徴も必須または不可欠ではない。
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【００４２】
　処理ステップ、アルゴリズム等は順次記述することができるが、そのような処理を異な
る順序で動作するように構成することができる。換言すれば、明示的に記述できるステッ
プのいかなるシーケンスまたは順序は、必ずしもそのステップをその順序で実行する必要
があることを示唆する訳ではない。本明細書に記述されている処理のステップは現実的な
任意の順序で実行することができる。さらに、いくつかのステップは、非同時的に生起す
る（例：あるステップが別のステップの後に記述されているため）と記述または示唆され
ているにもかかわらず、同時に実行することができる。さらに、ある処理が図面に描かれ
ているからといって、図示された処理が他の変形および変更を排除することを示唆してお
らず、かつ図示された処理またはそのステップのいずれも本発明に必要であるとは示唆し
ておらず、図示された処理が好適であることも示唆していない。
【００４３】
　処理が複数のステップを含むものとして記述されていても、それらステップの全てまた
は一部が必須または不可欠であることを示唆していない。記述する発明の範囲内のその他
各種の実施形態は、記述されているステップのいずれか、または全てを省略する他の処理
を含んでいる。別途明示的に指定しない限り、いかなるステップも必須または不可欠では
ない。
【００４４】
　製品が複数の構成要素、態様、品質、特性および／または特徴を含むように記述するこ
とができるが、これら複数のものの全てが必須または不可欠であることを示唆していない
。記述する発明の範囲内のその他各種の実施形態は、記述されている複数のもののいずれ
か、または全てを省略する他の製品を含んでいる。
【００４５】
　列挙された品目のリスト（番号付けられていてもいなくてもよい）は、別途指定しない
限り品目のいずれか、または全てが相互に排他的であることを示唆していない。同様に、
列挙された品目のリスト（番号付けられていてもいなくてもよい）は、別途指定しない限
り品目のいずれか、または全てがどのカテゴリも網羅していることを示唆していない。例
えば、列挙されたリスト「コンピュータ、ラップトップ、ＰＤＡ」は、当該リストの３品
目のいずれか、または全てが相互に排他的であることを示唆しておらず、当該リストの３
の品目のいずれか、または全てがどのカテゴリも網羅していることを示唆していない。
【００４６】
Ｖ．算出
　当業者であれば、本明細書に記述されている各種の処理が、例えば適切にプログラムさ
れた汎用コンピュータおよび計算装置により実装できる点が容易に理解できよう。通常、
プロセッサ（例：１個以上のマイクロプロセッサ、１個以上のマイクロコントローラ、１
個以上のデジタル信号プロセッサ）は命令を受信（例：メモリまたは同様の装置から）し
、それらの命令を実行することにより、これらの命令が定める１個以上の処理を実行する
。
【００４７】
　「プロセッサ」とは、１個以上のマイクロプロセッサ、中央処理装置（ＣＰＵ）、計算
装置、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ、または同様の装置あるいはこれ
らの任意の組み合わせを意味する。
【００４８】
　従って、処理の記述はさらに処理を実行する装置の記述でもある。装置は、例えば本方
法の実行に適したプロセッサおよびそれらの入力装置および出力装置を含んでいてよい。
【００４９】
　さらに、そのような方法を実装するプログラム（他の種類のデータも同様）は、多くの
方法で各種の媒体（例：計算機可読媒体）を用いて格納および送信することができる。い
くつかの実施形態において、各種の実施形態の処理を実装可能なソフトウェア命令の一部
または全ての代わりに、またはこれと組み合わせて、有線接続された回路または特注ハー
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ドウェアを用いることができる。従って、ソフトウェア単独ではなく、ハードウェアとソ
フトウェアの様々な組み合わせを用いることができる。
【００５０】
　用語「コンピュータ可読媒体」は、コンピュータ、プロセッサまたは同様の装置により
読むことができるデータ（例：命令、データ構造）の提供に関与する任意の媒体を指す。
そのような媒体は、不揮発性媒体、揮発性媒体、および送信媒体等、多くの形式を取り得
るがこれらに限定されない。不揮発性媒体は、例えば光または磁気ディスクその他の永続
的メモリを含んでいる。揮発性媒体は、ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（Ｄ
ＲＡＭ）を含んでいて、通常は主メモリを構成する。送信媒体は同軸ケーブル、銅線およ
び光ファイバーを含んでいて、プロセッサに接続されたシステムバスを構成する導線を含
んでいる。送信媒体は、無線周波数（ＲＦ）および赤外線（ＩＲ）データ通信を行う間に
発生するような音波、光波、および電磁放射を含んでいるか、または搬送することができ
る。コンピュータ可読媒体の一般的な形式として、例えば、フロッピー（登録商標）ディ
スク、フレキシブル・ディスク、ハードディスク、磁気テープその他任意の磁気媒体、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、ＤＶＤその他任意の光媒体、パンチカード、紙テープその他穴のパターンを
有する任意の物理的媒体、ＲＡＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、フラッシュＥＥＰＲＯＭその
他任意のメモリチップまたはカートリッジ、後述する搬送波、あるいはコンピュータが読
む取ることができるその他の任意の媒体が含まれている。
【００５１】
　様々な形式の計算機可読媒体が、プロセッサへのデータ（例：命令シーケンス）搬送に
関与することができる。例えば、データは（ｉ）ＲＡＭからプロセッサへ配信、（ｉｉ）
無線送信媒体を介して搬送、（ｉｉｉ）イーサネット（登録商標）（またはＩＥＥＥ８０
２．３）、ＳＡＰ、ＡＴＰ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）、およびＴＣＰ／ＩＰ、ＴＤＭ
Ａ、ＣＤＭＡ、および３Ｇ等の多くの形式、標準またはプロトコルに従い送信する、およ
び／または（ｉｖ）プライバシー保護または不正防止のために当該技術分野で公知の各種
の方法のいずれかにより暗号化されていてよい。
【００５２】
　従って、処理の記述はさらに処理を実行するプログラムを格納しているコンピュータ可
読媒体の記述でもある。コンピュータ可読媒体は、本方法の実行に適したこれらプログラ
ム要素を格納（任意の適当な形式で）することができる。
【００５３】
　処理における各種のステップの記述が、記述されている全てのステップが必要であるこ
とを意味しないのと同じく、装置の実施形態は、記述されている処理の一部（しかし必ず
しも全てではない）を実行すべく動作可能なコンピュータ／計算装置を含んでいる。
【００５４】
　同様に、処理における各種のステップの記述が、記述されている全てのステップが必要
であることを意味しないのと同じく、プログラムまたはデータ構造を格納しているコンピ
ュータ可読媒体の実施形態には、実行時に記述されている処理の一部（しかし必ずしも全
てではない）をプロセッサに実行させることが可能なプログラムを格納しているコンピュ
ータ可読媒体が含まれている。
【００５５】
　データベースが記述されている場合、当業者であれば、（ｉ）記述されているものの代
替的なデータベース構造が容易に利用できること、および（ｉｉ）データベース以外の他
メモリ構造が容易に利用できる点が理解できよう。本明細書に示すどのサンプル・データ
ベースの図解や説明はいずれも、情報が格納された状態を表す例示的構成である。例えば
図面その他に示すテーブル等により提示されている以外の他の任意の数の構成を用いても
よい。同様に、データベースの図示する項目はいずれも例示的な情報だけを表すものであ
って、当業者であれば、項目の数および内容が本明細書に記述しているものと異なってい
てよい点が理解できよう。さらに、データベースをテーブルとして示しているが、他の形
式（関係データベース、オブジェクト指向モデルおよび／または分散データベースを含む
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）を用いて本明細書に記述するデータ型を格納および操作することができる。同様に、デ
ータベースのオブジェクト・メソッドまたは振る舞いを用いて、本明細書に記述するよう
な各種の処理を実装することができる。さらに、データベースは公知の方法で、そのよう
なデータベースのデータにアクセスする装置にローカルに格納されていても、または遠隔
装置に格納されていてもよい。
【００５６】
　各種の実施形態を、１個以上の装置と通信状態（例：通信ネットワークを介して）にあ
るコンピュータを含むネットワーク環境で動作すべく構成することができる。コンピュー
タは、任意の有線または無線媒体（例：インターネット、ＬＡＮ、ＷＡＮ、またはイーサ
ネット（登録商標）、トークンリング、電話線、ケーブル線、ラジオチャネル、光通信線
、商用オンライン・サービス・プロバイダ、掲示版システム、衛星通信リンク、これらの
任意の組み合わせ）を介して、直接または間接的に装置と通信することができる。各々の
装置は、それ自体が、コンピュータと通信すべく適合されているＩｎｔｅｌ（登録商標）
Ｐｅｎｔｉｕｍ（登録商標）またはＣｅｎｔｒｉｎｏ（商標）プロセッサ等を備えたコン
ピュータその他の計算装置を含んでいてよい。任意の数および種類の装置がコンピュータ
と通信状態にあってよい。
【００５７】
　一実施形態において、サーバ・コンピュータまたは中央集権的機能は必須でなく、また
は望ましくもない。例えば、本発明は一実施形態において、中央集権的機能無しで１個以
上の装置上で実装することができる。このような実施形態では、本明細書において、サー
バ・コンピュータにより実行されると記述される機能、あるいはサーバ・コンピュータに
格納されると記述されるデータはいずれも、代替的に１個以上のそのような装置により実
行または格納することができる。
【００５８】
ＶＩ．継続出願
　本開示は、当業者に対し、いくつかの実施形態および／または発明を実現するための記
述を提供する。これらの実施形態および／または発明のいくつかは本出願において権利請
求されていないが、それにもかかわらず本出願の優先権を主張する１個以上の継続出願に
おいて権利請求される。本出願人は、開示および実現されているが本出願では権利請求さ
れていない主題に対する特許権利請求を遂行すべく追加的な出願を行なう予定である。
【００５９】
ＶＩＩ．米国特許法第１１２条、第６項
　特許請求の範囲において、語句「～のための手段」または、語句「～のためのステップ
」を含む請求項の限定は、米国特許法第１１２条、第６項がこの限定に適用されることを
意味する。
【００６０】
　特許請求の範囲において、語句「～のための手段」または語句「～のためのステップ」
を含まない特許請求の範囲の限定は、当該限定が、ある機能を実行するための構造、材料
、または行為について言及することなく当該機能に言及しているか否かに拘わらず、米国
特許法第１１２条、第６項が当該限定に適用されないことを意味する。例えば、特許請求
の範囲において、当該請求項または別の請求項の１個以上のステップに言及する際に単に
語句「～のステップ」または語句「～のステップ群」を用いても、米国特許法第１１２条
、第６項が当該ステップに適用されることを意味しない。
【００６１】
　米国特許法第１１２条、第６項に従い指定された機能を実行する手段またはステップに
関して、本明細書に記述する対応構造、材料または行為、およびこれらの等価物は、指定
された機能だけでなく追加的な機能を実行することができる。
【００６２】
　コンピュータ、プロセッサ、計算装置および類似の製品は、多様な機能を実行すること
ができる構造である。そのような製品は、１個以上のプログラム、例えば当該製品のメモ
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リ装置または当該製品がアクセスするメモリ装置に格納されたプログラムを実行すること
により、指定された機能を実行すべく動作可能である。別途指定しない限り、そのような
プログラムは一切の特定のアルゴリズム、例えば本出願に開示する可能性のあるいずれか
の特定のアルゴリズムに基づいている必要はない。指定された機能は異なるアルゴリズム
を介して実装可能であり、多くの異なるアルゴリズムのいずれも指定された機能を実行す
るための単なる設計上の選択に過ぎないということは、当業者には周知である。
【００６３】
　従って、米国特許法第１１２条、第６項に従い指定された機能を実行する手段またはス
テップに関して、指定された機能に対応する構造は、当該指定機能を実行すべくプログラ
ムされた任意の製品を含んでいる。このような構造は、そのような製品が（ｉ）当該機能
を実行すべく開示されたアルゴリズム、（ｉｉ）開示されたアルゴリズムに類似している
アルゴリズム、または（ｉｉｉ）当該機能を実行するための異なるアルゴリズムに基づき
プログラムされているか否かに拘わらず、当該機能を実行するプログラム済みの製品を含
んでいる。
【００６４】
ＶＩＩＩ．売り手側データの一般論
　本発明の各種の実施形態は、金融商品、証券（例：持分証券）、外貨、日用品、および
それら各々の派生商品を含む、任意の種類の商品、サービス、および資産を売買するシス
テムと協働すべく用いることができる。従って、以下の説明は非限定的な意味で株式に言
及する。
【００６５】
　各種の市場において「売り手側」参加者および「買い手側」参加者が存在する。売り手
側参加者には、特定の金融商品の売買を許可されたブローカーが含まれる。買い手側参加
者には、ミューチュアル・ファンド、ヘッジファンド、およびその他のブローカーでない
取引主体が含まれる。
【００６６】
　各種の実施形態によれば、買い手側参加者および売り手側参加者の双方から情報を受け
取り、格納、および使用して様々な取引主体間で取引を容易にすることができる。一実施
形態において、売り手側参加者からの情報が集められて様々な処理で利用される。例えば
、売り手側参加者からの情報を選択的に処理して、通知（例：買い手側参加者に対する特
定の種類の注文が売り手側参加者に存在する旨の通知、その他潜在的に関心対象である通
信または情報）を発することができる。別の実施形態において、売り手側参加者からの情
報を選択的に処理して、自動的に取引（例：買い手側参加者との）を実行することができ
る。別の実施形態において、売り手側参加者から情報を選択的に処理して、そのような情
報への関心を明示する売り手側参加者と買い手側参加者の間で通信を開始することができ
る。
【００６７】
　各種の実施形態によれば、各種のシステムを用いて、取引主体から（例：売り手側参加
者から）データを集めることができる。そのようなデータは次いで、各種の方法で処理さ
れて通信および／または取引主体間の金融取引（例：売買）を容易にすることができる。
例えば、様々な取引主体（例：買い手側参加者）は、別の取引主体（例：売り手側参加者
）により利用可能とされたならば、アクション（例：買い手側参加者に通知を発し、買い
手側参加者と売り手側参加者の間で通信を開始するか、または開始する手助けとなる）を
起動させるデータを指定することができる。注文データには、例えば金融商品の識別子（
例：持分証券の名前またはチッカーシンボル）、量（例：金融商品の持分数）、当該金融
商品を買うか売るか、および価格（例：当該金融商品の持分の価格）が含まれていてよい
。注文データは、値または範囲（例：価格の範囲）の集合を定めることができる。本明細
書で用いる値の参照は、値の範囲を指すことができる。例えば、価格は、最低価格および
最高価格、または最低価格、あるいは最高価格により定義される範囲を指していてよい。
【００６８】
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　注文データは、他のデータを参照することでデータを示すことができる。例えば、注文
は、計算された、または他の価格から別途決定される（例：内部市場を定める２通りの価
格等、他の２通りの価格の中点）価格を特定することができる。注文は、一組の注文（例
：一群の異なる証券）を表すことができる。
【００６９】
　取引主体から受け取ったデータは様々な種類の情報を表すことができ、そのような情報
は様々な取引主体が関心を持つであろう。例えば、売り手側参加者（または他の取引主体
）から受け取ったデータは、金融商品（例：証券）の購入申し出、または金融商品の売却
申し出を表すデータを含んでいてよい。追加的または代替的に、売り手側参加者（または
別の取引主体）から受け取ったデータは、金融商品に対する関心の徴候を表すデータを含
んでいてよい。追加的または代替的に、売り手側参加者（または別の取引主体）から受け
取ったデータは、見積りを表すデータを含んでいてよい。見積りとは対照的に、注文は、
適当な条件下で法的拘束力を有する一方、見積りは取引主体が市場を見積る価格である。
さらに、過去の申し出および／または過去の売買等の履歴データもまた売り手側参加者、
あるいはそのようなデータにアクセス可能な他の取引主体（例：実行された取引を記録す
る取引主体）から受け取ることができる。本明細書で用いる用語「注文」は、金融商品の
価格の見積りその他の指標を含んでいる。
【００７０】
　本明細書に開示するように、様々な取引主体からのデータを、これら様々な取引主体（
例：買い手側参加者および売り手側参加者）と通信するサーバおよび／または装置が受け
取ることができる。
【００７１】
　１個以上の客観的な規則を用いて、取引主体（例：売り手側参加者）が自身の立場を証
券の買い手または売り手として示すことができるか否かを判定する。そのような規則は、
（ｉ）当該取引主体が現在行なっている実際の注文、（ｉｉ）最近（例：直近２日以内）
売買した（平均的な）１日当たりのボリューム（数量）のパーセンテージが、（ｉｉｉ）
最近売買した総数量のパーセンテージ、（ｉｖ）別の顧客により売買された数量、および
／または（ｖ）取引主体が今日何を売買したいかに関して、当該取引主体が提供する任意
の客観的情報等のデータを利用することができる。
【００７２】
　サーバは、参加する取引主体のいずれでもない（例：売り手側参加者または買い手側参
加者のいずれでもない）中立的な取引主体により所有、制御、または操作することができ
る。
【００７３】
　サーバは、各種の手段を通じて売り手側参加者から各種の情報（例：注文データ）を集
めることができる。一実施形態において、参加者からの情報は、当該取引主体が既に使用
しているか、または容易に使用できる装置、例えば当該取引主体が用いる注文管理システ
ム（ＯＭＳ）（例：Ｎｙｆｉｘシステム）、またはＡｕｔｅｘシステムまたは情報を一般
にブロードキャストする（例：「通り」に）等の他のシステムを介して受け取られる。参
加者は、どの情報を利用可能にするかを選択できる。例えば、ＯＭＳにおいて特定の注文
を「ブロック」して、これらがサーバで利用不可能にすることができる。同様に、ＯＭＳ
において特定の命令をサーバで利用可能にすることができる。例えば、各種の基準、例え
ば、注文の規模（量）、取引主体の評価、および／または指定可能であれば何にでも（例
：、規則）に基づいて、取引主体からの注文および他のデータをブロックしたり利用可能
にすることができる。同様に、特定の注文をブロックしたり利用可能にすることができ、
かつ取引主体からの他のデータをブロックしたり利用可能にすることができる。
【００７４】
　追加的または代替的に、異なるアプリケーションまたはシステム（例：ブラウザを介し
てアクセス可能なウェブ／ＨＴＭＬインターフェース）を用いて、そのような情報を集め
る、および／または、そのような情報をサーバで利用可能にすることがでる。例えば、ウ
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ェブ・インターフェースを用いて、注文を定めるデータを受け取ることができる。インタ
ーフェースは、そのようなデータを他の取引主体へ直接または間接的に（例：自身が様々
な取引主体と通信する中央システムへの送信を介して）に送るべく動作可能であってよい
。
【００７５】
　取引主体は、自身の情報へのサーバ・アクセスを選択的に許可することができる。例え
ば、取引主体（例：買い手側参加者）は、（指定された規則に従って自動的に、および／
または、ユーザーの指示に従い手動で）情報をサーバから見えなくすることができる。
【００７６】
　そのような情報は、様々な取引主体（例：売り手側取引主体から）から直接または間接
的に集めることができる。そのような情報は、たとえそのような情報は公にされていない
（例：「市場に」公表されていない）か、他の取引主体に伝播されていないか、または他
の取引主体により利用能になっていない場合でも集めることができる。各種の実施形態に
おいて、一般的に利用できない（例：ＯＭＳに格納された注文データ）データをその後利
用可能にする、および／または、多くの取引主体（例：同じ買い手側参加者のために働く
多くのトレーダ）により利用可能にすることができる点に留意されたい。
【００７７】
　各種の実施形態によれば、そのような情報を集める、および／または、そのような情報
をサーバが利用できるようにするために、既存のアプリケーションまたは取引主体のシス
テムを用いてもよいが必ずしも用いなくてもよい。
【００７８】
　各種の実施形態によれば、一般に利用できない情報にアクセスすることから利点が得ら
れる。具体的には、注文データおよび買い手側取引主体および／または、売り手側取引主
体が有する他の情報にアクセスする（例：市場には当該情報が未公表な時点で取引主体の
ＯＭＳから直接に情報を得る）ことから各種の利点が得られる。そのような利点は当業者
には明らかであろう。
【００７９】
　各種の実施形態によるデータ処理システムは、調整されたデータフローおよび処理のた
めのサーバに接続された複数のワークステーション（例：買い手側参加者のワークステー
ションおよび／または売り手側参加者）を用いる。通信は、コンピュータ・ネットワーク
、例えばイーサネット（登録商標）、トークンリング、トークンバスおよび／または他の
任意の適当ネットワーク構成により提供することができる。本システムは、各ワークステ
ーションから個別にプログラムされたキーストローク命令の提供を容易にすべく入力専用
キーパッドを含んでいる。他の装置、例えば他のキーボード、入力キーパッド、または音
声制御された電子装置も本システムで用いることができる。
【００８０】
　中央処理ロジックが利用できる注文、取引および割当てオプション、および各ワークス
テーション用の画面表示を記述する。各ワークステーション用の画面表示はまた、ワーク
ステーションに組み込まれたか接続されているロジックを用いて制御することができる。
注文および取引が本システムに入力されるに従い、各種のプロトコルが、例えば、入札／
応札制御、優先度の生成、排他的取引時間、および取引管理の割当てを実行する。取引が
完了したならば、本システムは接続されたデータベースを新たに入力された取引データに
より更新する。
【００８１】
　取引主体間の（例：買い手側参加者と売り手側参加者との）通信は、１個以上のサーバ
または等価な計算装置により制御することができる。サーバは、ネットワークまたはイン
ターネット・サーバ等、任意の適当なコンピュータまたはサーバを含んでいてよい。サー
バは、１個以上のネットワークにより１個以上のワークステーションに接続されていてよ
い。そのようなネットワークは、任意の各種通信装置、リンク、リモートサーバおよび／
またはノードを含んでいてよい。ネットワークは、インターネット等、任意の適当なコン
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ピュータ・ネットワークを含んでいてよい。同様に、通信装置、リンク、リモートサーバ
およびネットワークは、ワークステーションをサーバと通信可能にするコンピュータ・ネ
ットワークの任意の適当な構成要素を含んでいてよい。他の多くのネットワーク構成も同
様に用いてよい。
【００８２】
ＩＸ．売り手側データ：分散型または他の構成
　一実施形態において、データは集中化されていても、あるいは部分的に集中化されてい
てもよい。例えば、複数の取引主体からに注文を表すデータ（例：注文データ）、または
他のデータは、サーバ等の同一装置に格納することができる。別の例では、複数の取引主
体からの注文（例：注文データ）その他のデータを表すデータの全部または実質的に全部
を複数の装置の各々に格納することができる。
【００８３】
　一実施形態において、データを配信することができる。例えば、複数の取引主体の各々
は、その各々の取引主体からの注文を表すデータ（例：注文データ）、または他のデータ
（例：ユーザーが指定するかもしれない関心対象である潜在的な注文）を格納するサーバ
（または他の装置）を用いることができる。例えば、複数のサーバ（または他の装置）の
各々は、各々の取引主体（例：各々の買い手側参加者）の注文だけを格納することができ
る。そのような複数のサーバからのデータは、各種の方法、例えば（１）そのような各々
のサーバが、そのようなデータを集約および／または処理する１個以上の「中央」サーバ
と通信する、および／または、（２）そのような各々のサーバが、そのような他のサーバ
の一部または全部と任意の適当なピア・ツー・ピア構成で通信することにより利用可能に
できる。
【００８４】
　そのような実施形態において、取引主体の注文データを格納するサーバは、（１）当該
取引主体のネットワーク（例：ＬＡＮ）を経由して（且つ経由することによってのみ）ア
クセス可能であり、（２）当該取引主体により物理的に制御され、および／または、（３
）当該取引主体の注文データを生成するか、または別途サーバに（恐らくは排他的に）提
供する装置（例：当該取引主体のＯＭＳ）と通信することができる。注文データの一部は
自動的に（例：別のサーバから変換／暗号化されて）取得する、および／または、ユーザ
ーにより入力する（例：ユーザーが関心対象になり得る潜在的な注文を入力する）ことが
できる。
【００８５】
　サーバに格納されるデータは各種の形式で格納することができる。例えば、そのような
データは、標準形式（そのような標準が現在存在するか、または後日開発または確立され
るかに拘わらず）で格納することができる。データは複数の異なる形式のいずれかで格納
することができるが、（当該データを格納する装置または他の装置により）共通形式に変
換できる。一実施形態において、複数のサーバの各々は、データを同一形式で格納する。
【００８６】
　データは、暗号化されるか、または別途、特定の情報または任意の情報の抽出を困難ま
たは計算機的に扱い難くする形式で格納することができる。例えば、データを公開鍵暗号
化等の非対称鍵アルゴリズムにより暗号化することができる。公開鍵暗号化を用いる実施
形態において、データへのアクセス（例：データを容易に復号化できる能力）は、選択的
に公開鍵を与えることにより選択的に許可することができる。
【００８７】
　一実施形態において、複数のサーバの各々は、データを同一形式で格納する。そのよう
な各々のサーバは、他のサーバとは異なる暗号化鍵を用いる場合がある。あるいは、特定
のサーバは同一暗号化鍵を用いる場合がある。
【００８８】
　データが暗号化される（そのようなデータが配信されるか否かに拘わらず）実施形態に
おいて、サーバの情報にアクセスする能力は、（１）当該サーバ上の全ての情報を復号化
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する能力、（２）特定の情報（例：情報を制御する取引主体により選択された情報のみ）
を復号化する能力、（３）必ずしも当該情報を復号化された形式で提供することなく、暗
号化された情報に関する問い合わせに答える能力を含んでいてよい。
【００８９】
　必ずしも当該情報を復号化された形式で提供することなく情報に関する問い合わせに答
える例として、問い合わせを、（１）暗号化された情報を格納するサーバに提供する、（
２）当該サーバ上のソフトウェアにより翻訳する、（３）サーバが２値的回答（例：答え
が「はい」または「いいえ」のいずれかである）で答えるようにすることができる。その
ような実施形態において、尋ねられる問い合わせの種類を制限する、および／または、問
い合わせの主題である同一データを格納する同一サーバまたは複数の装置に対して尋ねら
れる問い合わせ（または関連する問い合わせ）の頻度を制限することに利点があり得る。
例えば、問い合わせを「貴方のデータには、株式記号Ｘを少なくとも数量Ｙおよび少なく
とも価格Ｚで買う注文が含まれていますか」の形式であってよく、ここで、Ｙは自明でな
い量（例：Ｙは１株ではなく、しかし１０，０００株未満でない）且つＺは市場価格に「
近い」（例：Ｚは問い合わせ時点での市場価格との差が１セント以内）。
【００９０】
　データの全部ではなく一部（例：注文データの全部ではなく一部）が、問い合わせの主
題として利用可能になっている（例：いくつかの注文データが暗号化されて取引主体のサ
ーバに存在するが、他のデータは、それがＯＭＳに反映され得るにもかかわらず取引主体
のサーバには存在しない）実施形態において、問い合わせがデータ全体に対して（例：Ｏ
ＭＳ内のデータ全体に対して）提起された場合、そのような問い合わせへの回答（例：そ
の問い合わせへの回答が「いいえ」であるか否かに拘わらず）は、必ずしも回答を表す訳
ではない。従って、一実施形態において特定の
【００９１】
　暗号化された情報に関する問い合わせをサーバ（例：取引主体の複数のサーバの各々と
通信する単一サーバ）により生成および／または提供し、そのような問い合わせに対する
回答を当該サーバが受け取って集約することができる。例えば、複数のサーバの各々が各
取引主体（例：買い手側参加者）の注文データを格納する実施形態において、単一のサー
バがそれらの取引主体のサーバと通信状態にあってよい。従って、当該単一サーバは、そ
のような各取引主体の注文データにアクセスする（例：復号化を通じて、問い合わせを通
じて）ことが可能である。そのようなサーバは、複数の取引主体の誰もが他の任意の取引
主体に対して問い合わせを（例：注文のマッチングを許す）行なえるようにする仲介者と
して機能することができる。別の実施形態において、複数の取引主体の誰もがピア・ツー
・ピア構成と同様に、他の任意の取引主体に対して直接問い合わせを行なうことができる
。
【００９２】
Ｘ．規則
　全体的なまたは部分的な規則を、ＦＩＸ形式により特定されるような各種の形式で定義
、送信および／または格納することができる。ＦＩＸは一般に、各種の情報に用いられる
業界標準プロトコルである。規則は、（例：買い手側参加者の）ワークステーションに格
納する、買い手側参加者または売り手側参加者が利用できる他の装置に格納する、および
／またはサーバへ伝送されて格納することができる。
【００９３】
　特定の規則により、どの注文が関心対象であるかを定めることができる。そのような規
則は、注文が関心対象であるとみなされるためには特定の特徴、例えば以下のものに対す
る注文を有していなければならないことを定める。
　特定の証券または証券の組（例：記号、市場セクター、市場キャップにより定義された
）、
　特定の価格／価格帯、
　特定のソース（例：特定の取引主体、特定の種類の取引主体、特定のトレーダ、特定の
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取引場所）、
　特定の数量／数量範囲、
　買いまたは売り注文、および／または、
　取引主体の履歴データ（例：当該取引主体による取引、取引主体が関与する特定の証券
／証券の組、取引主体の取引数量）。
【００９４】
　規則は、注文が備えるべきパラメータを定めることができる。そのようなパラメータは
、絶対値であっても、または履歴的基準等、他の何らかのデータに相対的であってもよい
。
【００９５】
　特定の規則は、どの注文が各種の品質基準を満たすかを定めることができる。
【００９６】
　例えば、取引主体（例：買い手側参加者）は、マイクロソフト株に対する注文の価格が
２５～２６の間にあり、且つ注文数量が閾値より大きい場合、通知を受けることができる
。
【００９７】
　規則は、様々な取引主体からの情報が満たすことができる各種の基準を定める。例えば
、規則は、１個以上の金融商品（例：特定の証券）、金融商品の価格その他の価値尺度（
例：証券の価格、証券の価格帯、固定収入証券の利回り、証券の価格の組、固定収入証券
の利回り、固定収入証券の利回りの範囲、固定収入証券の組の利回り）を定めることがで
きる。
【００９８】
　注文に対して更なる基準を関連付けることができ、その場合、この基準は指定された証
券を１個以上の他の証券による代替可能性を定める。そのような基準は、指定された株式
の受容可能な代替が容易に行なえるため、入札と応札の「一致」率を上げて、売買を容易
にすることができる。
【００９９】
　規則は、例えば異なるブローカーにより、異なる規則を容易に検索および修正できるよ
うに格納されていてよい。そのような特徴により、個人が関心対象である通知を容易に受
け取ることができる。一群の規則を「束ねて」、一組として個人に提供することができる
ため、特定の個人が特定の共通的基準を採用することが容易になる。
【０１００】
ＸＩ．規則により生起される警告
　規則が満たされた場合、以下のアクションの任意のものを行なうことができる。
　警告（例：注文が存在する旨の通知、存在する注文のいくつかのパラメータの通知）、
　取引（例：注文をマッチングすることにより取引を動的に実行、両方の取引主体に対し
注文をマッチングすることにより取引を実行したいか否かを尋ねる）、
　取引主体間（例：買い手側参加者と売り手側参加者と）の通信を開始、または開始の支
援、および／または、
　規則を満たす注文を市場に出す（例：注文を相手方により受け入れられるようにする）
。
【０１０１】
　規則（例：規則パラメータ）の指定、および／または、規則が満たされた場合に行なう
アクションの指定は、ユーザーにより、またはユーザーに代わって指定することができる
。例えば、ユーザーが（１）規則の複数のパラメータ（例：株式の種類、数量）のいずれ
か、および／または、（２）行なうべきアクション（例：電話をかける、自動的に注文を
実行する、命令を保留する）の種類を選択できるように、ユーザー・インターフェースが
ユーザー（または別人）により操作可能である。あるいは、ユーザーには常に、適当な瞬
間に行ない得るアクションの組が提示されていて、所望のアクションを選択する機会が与
えられる。
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【０１０２】
　例えば、規則が満たされた場合、警告を表示（例：当該取引主体のワークステーション
を介して買い手側参加者へ）することができ、その際の警告にはボタンが含まれる。ボタ
ンが押されたならば、メッセージが相手側（例：規則を満たすデータを発した売り手側参
加者のトレーダ）へ送られる。このメッセージは、相手側（例：買い手側参加者）に電話
するよう通知する。メッセージには電話番号その他の連絡手段が、恐らく指示（例：「５
５５－５５５－５５５５のジョン・スミスに電話して下さい」）と共に提示されていてよ
い。一実施形態において、（例：電話インターフェースを介して、ＶｏＩＰ接続を介して
）電話番号をダイヤルしているか、またはダイヤルさせているワークステーションにより
連絡を開始して（自動的に、または警告を受け取った側の要請により）、２人以上の取引
主体を接続する（例：クライアントと販売トレーダを接続する）。
【０１０３】
　メッセージは、潜在的な買い手または潜在的な売り手がいることを示すか、あるいはメ
ッセージは取引主体が株式に「関与している」ことを示すことができる。取引主体の素性
は開示することも、または、現段階で取引主体を匿名にしておくこともできる。
【０１０４】
　情報は、（例：販売トレーダだけに、あるいは通話または潜在的な通話の双方に対して
）表示または別途出力することができ、そのような情報は、（１）警告が生じた理由（例
：満たされた対応規則、規則を満たさせた注文または注文群）、（２）相手側取引主体（
例：問い合わせを行なった取引主体）が有する注文を記述することができる。
【０１０５】
　警告は、随時（例：クライアントが販売トレーダと話した後で）取下げる（例：警告を
示すダイアログボックスをクライアントが閉じることができる）、または、注文を販売ト
レーダへ送る（例：警告ダイアログボックスの「注文」ボタンをクリックするクライアン
トにより）ことができる。
【０１０６】
　注文が送られたならば、クライアントが行なった注文は販売トレーダへ送ることができ
る。クライアントは最初に、注文を送る前に注文の規模を訂正することができる。そのよ
うな規模訂正は、（例：１回のクリックにより）クライアントのＯＭＳにおいて注文全体
の規模に設定されてよい。
【０１０７】
　一実施形態において、売り手側取引主体が十分に大きい注文（例：「マイクロソフトを
５０，０００売却」等、閾値を超える数量）を受け取ったならば、その注文はサーバによ
り直接または間接的に（例：取引主体のＯＭＳから）受け取られる。サーバがそのような
注文を受け取った結果、特に、様々な取引主体（例：買い手側取引主体）の各種の規則が
発動される。例えば、サーバが受け取った注文は、１個以上の特定の買い手側取引主体の
規則を満たすことができ、従って警告が生じて、買い手側取引主体または取引主体群に対
して表示（例：買い手側取引主体に関連付けられた１個以上のワークステーションで）さ
れる。
【０１０８】
　処理およびアクションは注文データのカテゴリに基づいていてよい。例えば、第１の取
引主体が（例えばグラフィカル・ユーザー・インターフェースを介して潜在的な注文のパ
ラメータを入力することにより）定める潜在的な（実際には行なわれていない）注文（例
：恐らく数量または価格を指定しない特定の株式の潜在的な買い注文）があり、そして例
えば、第２の取引主体が補完的な注文（例：同一株式の売り注文）を有する場合、特定の
種類の警告（例：特定のメッセージおよび更なる処理の組）を起動することができる（例
：第１の取引主体が、潜在的であって実際には行なわれていない注文を有している旨の示
唆）。処理は、例えば、潜在的な注文との一致（例：一方または両方の取引主体が実行す
る特定のステップ）に固有であり得る。例えば、第２の取引主体は、自分が第１の取引主
体に連絡することができる旨の警告を受信する場合がある。処理は、例えば、規則を発動
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する注文を出す取引主体の種類に固有であり得る。例えば、警告を表示する場合、一実施
形態において、警告は買い手側参加者に表示するが、潜在的取引に関与する売り手側参加
者には表示されないようにすることができる。
【０１０９】
　注文のマッチングに実行され得る各種のステップは、本明細書に記述するステップの任
意のものを含んでいる。
【０１１０】
ＸＩＩ．客観的且つ共有される規則
　情報（例：特定の人気商品追加注文）が取引主体（例：買い手側参加者）により利用可
能になる時点を定める規則、または別途情報を取引主体により利用可能にする際に用いら
れる規則のうち、特定の規則は予め制定されていて、全ての取引主体に適用されるように
してもよい。
【０１１１】
　一実施形態において、そのような予め制定された規則は、（ｉ）操作（例：売り手側参
加者により）に耐性がある、および／または、（ｉｉ）曖昧さが無く、従って解釈（例：
売り手側参加者による）に対して開かれているように設計されている。そのような規則は
、一群の取引主体により予め制定する（例：取引主体の合意により）ことができる。
【０１１２】
　そのような客観的規則は、いくつかの取引主体（例：数名または全部のブローカー、お
よび／または、ブローカーの顧客の数名または全部）に同時に適用することができる。
【０１１３】
　客観的な規則は、異なる型のデータに、例えば取引がそのようなデータから生じる可能
性に基づいて異なる「値」を割り当てることができる。例えば、全ての取引主体により共
有される１個以上の客観的な規則により成文化すると、最も可能性が高いものから最も可
能性が低いものへ、取引主体が注文を出している、取引主体が今日比較的大量の（例：閾
値を超える）証券を売買した、取引主体が直近の過去に比較的大量の証券を売買した、取
引主体が「連絡待ちである」と主張している、の順に情報が並ぶことになる。
【０１１４】
　他の多くの種類の情報をそのような客観的な規則において評価することができる。例え
ば、ある種の情報は、その情報が発せられた取引主体の素性である。従って、特定の取引
主体（例：当該取引主体のＯＭＳ）から発せられた情報は、特定の取引主体から発せられ
た情報よりも取引において生じる可能性が高いとみなすことができる。例えば、大口の買
い手側参加者（例：取引主体の任意の特定の組）が関心を持っているとの徴候は、小口の
買い手側参加者が関心を持っているとの徴候よりも取引において生じる可能性が高いとみ
なすことができる。
【０１１５】
　客観的な標準および定義は、関心の徴候のレベルおよび品質を定めることができる。客
観的な標準は、取引主体が株の売買を行なっているものと判定することができる。
【０１１６】
　各種の実施形態において、売買の偽装を意図する取引主体の能力を妨害または阻止する
ことに利点があろう。従って、取引主体の行為を監査する、および／または、取引主体の
注文の一部を自動電子取引に通すよう要求することにより完全性を保証または向上させる
ことできる。
【０１１７】
　取引主体は、客観的な基準を採用し、必要に応じてさらに絞り込んだり、またはカスタ
マイズすることができる。しかし、客観的な基準の使用には上述および他の容易に分かる
利点が伴う。
【０１１８】
ＸＩＩＩ．レーティング
　各種の実施形態において、１個以上の取引主体のレーティング（例：各々の取引主体が



(19) JP 5215996 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

レーティングを有する）を提供することに利点がある。取引主体のそのようなレーティン
グは、当該取引主体、他の取引主体、および／または他人により利用可能にすることがで
きる。例えば、ある取引主体との取引を希望する他の全ての主体に、当該取引主体のレー
ティングを提供することは各種の実施形態において利点となり得る。例えば、特定の取引
主体のＯＭＳに注文が存在する旨の警告が表示された場合、その警告はまた当該取引主体
のレーティングも表示することができる。
【０１１９】
　ある取引主体のレーティングは、事実情報（例：当該取引主体から提供された情報から
取引が生じたか否かに基づいて）から、および／または、主観的情報（当該取引主体の他
の取引主体のレーティングに基づいて）から決定することができる。
【０１２０】
　ある取引主体のレーティングは、列挙された選択肢（例：良い、悪い、どちらとも言え
ない）の組の１個で構成することができる。レーティングは、数値（例：取引主体との取
引が生じた時間のパーセント）で構成することができる。他の数値的レーティングは、複
数の数値、例えば取引主体が取引する機会の数（例：関心対象である徴候等、取引主体の
入力により生じた警告にクライアントが応答した回数）、および取引主体の実際の取引回
数（例：そのような警告に対するそのような応答から生じた実際の取引）を含んでいてよ
い。
【０１２１】
　レーティングは、各種の要因に基づいて選択的に表示可能にできる。例えば、「否定的
な」レーティングは、閾値に達した後でのみ（例：１０個の連続する否定的なレーティン
グの後でのみ）表示することができる。
【０１２２】
　レーティングは、例えば以前の否定的なレーティングを除去することにより、選択的に
変更または改善することができる。例えば、４個の連続する「肯定的な」レーティングの
後、以前の否定的なレーティングを消去することができる。
【０１２３】
ＸＩＶ．以前の注文に基づくアクション
　一実施形態によれば、本明細書に記述するアクション、計算、または決定はいずれも以
前の注文、例えば参加者のＯＭＳにもはや存在しない注文に基づいていてよい。例えば、
参加者のＯＭＳは特定の注文を格納することができるが、各種の理由（例：当該注文を出
すことに対する一切の関心が無い）のために当該注文はＯＭＳから除去されている。さら
に、以前の特定の命令は、一致して実行されたこと以外の理由により除去されたものを判
定する（完全または部分的な精度または信頼度を以って）ことができる。例えば、特定の
注文に対してシステム全体を通じて取引が全く実行されていないが、当該注文が除去され
た（例：参加者により）か、または別途利用不能にされたことが知られている場合、一実
施形態において、この以前の注文は、一致して実行されたこと以外の理由により除去され
たものと考えることができる。
【０１２４】
　一実施形態において、そのような以前の注文を用いて本明細書に記述したような警告を
発することができる。そのような実施形態は特定の実施形態において利点があるが、その
理由として特に、実行されなかった以前の注文に関するデータが、例えば当該注文が「存
在」し、参加者が依然として当該注文を実行する意思を有していることを示す場合がある
ためである。
【０１２５】
　例えば、以前の特定の注文（例：未実行の注文）に関する情報は、特定の規則に「一致
」して、例えば、以前の注文に一致すると考えられる注文を他の参加者が有していること
を示す注文通知を発することができる。そのような警告は、（例：以前の参加者のＯＭＳ
内で）以前の注文を発した参加者に表示すことができる。同様に、そのような警告は、（
例：以前の参加者のＯＭＳ内で）以前の注文が一致する注文を発した参加者に対して表示
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【０１２６】
　一実施形態において、各種の基準を用いて、以前の注文を他の注文とマッチングさせる
ことに利用できるか否かを判定することができる。例えば、一実施形態において、一致し
ない注文の数量は、当該不一致注文が他の注文とのマッチングに利用できると考えられる
ために、閾値を超えなければならない。一実施形態において、不一致注文が「取下げられ
て」からの（例：ＯＭＳから除去されたまたは別途利用不能にされた時点から）時間は、
不一致注文が他の注文とのマッチングに利用できると考えられるために、閾値より短くな
ければならない。
【０１２７】
　一実施形態において、ユーザーは、例えば自分が関心を持つ可能性がある不一致注文見
つけるために、他の主体の各種の一致しなかった注文を探すことができる。同様に、不一
致注文を有するユーザーは、これらの不一致注文に関する情報を他人が発見することをい
つ許すか（自分の不一致注文をいつ他人が利用できるようにするか）の基準を設定するこ
とができる。例えば、ユーザーは、全ての不一致注文が利用可能になった、全ての不一致
注文が数量が閾値より大きい、全ての不一致注文がユーザーまたは他者により肯定的に選
択されたか、または別途示されている、全ての不一致注文が一定期間（例：１日未満、２
日以上）利用不能にされている、ように設定してもよい。
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